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上越市スポーツ推進審議会委員各位 

 

上越市スポーツ推進審議会  

（事務局：スポーツ推進課）  

 

 

令和 2年度「第 2回上越市スポーツ推進審議会」の書面開催について（通知） 

 

日頃から、市のスポーツ推進に格別のご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。 

さて、第 2 回上越市スポーツ推進審議会については、全国的に新型コロナウイルス感

染者が増加する中、市内でも複数の感染者が確認されていることを受け、書面による開

催といたします。 

つきましては、関係資料を送付いたしますので、下記のとおり書面での対応をお願い

いたします。 

 

記 

 

１ 会議の内容 

第 4 次上越市公の施設の適正配置計画（案）におけるスポーツ施設の適正配置に

ついて 

 

２ 意見等報告書の提出期限 

  令和 3年 1月 6日（水）  

 

３ 送付した資料 

  ⑴ 「第 4次上越市公の施設の適正配置計画（案）」の概要 

  ⑵ 別冊１「第 4次上越市公の施設の適正配置計画（案）」 本編 

  ⑶ 別冊２「第 4次上越市公の施設の適正配置計画（案）」 資料編 

  ⑷ 説明・依頼文（上越市スポーツ推進審議会委員の皆様へ） 

  ⑸ 補足資料（スポーツ施設の適正配置について） 

  ⑹ 「第 4次上越市公の施設の適正配置計画（案）」に登載しているスポーツ施設 

  ⑺ スポーツができる施設一覧（施設の状況、位置図） 

⑻ 意見等報告書 

 

【問合せ先】 

上越市教育委員会 

スポーツ推進課企画推進係 金子 

TEL 025-545-9246 FAX 025-545-9273 

E-mal：sports-k@city.joetsu.lg.jp 



「第4次上越市公の施設の適正配置計画（案）」の概要

■適正配置推進の視点
⑴ 施設の実態（利用動向、施設の性能、維持管理経費等）

を踏まえた施設の量と質の最適化
・利用動向や利用実態、老朽化の程度、収支状況、設置

目的やサービス内容、機能に着目し、人口や財政規模
にあった建物と機能（サービス）の量と質を確保する。

⑵ 公共関与の適正化及び効果的・効率的な利活用に資する
管理主体・手法の見直し

・施設の設置目的やサービス内容、機能を踏まえ、公の施
設として引き続きサービスを提供する必要性を整理する。

・上記を踏まえ、施設の譲渡・貸付、民間活力の活用や、
住民主体の管理運営方法を検討する。

⑶ 利用圏域の設定による配置バランスの適正化
・類似施設の配置を見直す。
・各施設や施設カテゴリーに応じた利用圏域を設定し、施

設の集約や連携等により必要な機能を確保する。
（新設、大規模改修時にも同様に検討）

施設ごとの具体的な取組方向を提示する対象施設323施設※1

（小中学校、保育園等その他344施設は、別の計画による）

⑴現状維持 255施設

⑵移転 1施設（金谷地区公民館）
⑶新設 0施設
⑷廃止等 59施設
⑸地域住民と引き続き協議 8施設（温浴施設）

⑶廃止等、⑷

① 用途別 取組方向

② 取組方向別 取組完了年度

■市長を本部長とする行政改革推進本部において、行政改革部

門、財産管理部門、施設所管課等が連携を図り、全庁的に取

組を進める。

・進捗管理、中間見直し（改定）の実施

・引き続き協議とした「温浴施設」は、取組の方向性を決定

後、計画に反映

■市民の理解と納得を得られるよう、丁寧な説明を行い、取組を

進める。

■計画期間：令和3年度～令和12年度の10年間

第５章 目標と基本方針 第６章 適正配置の取組内容

■対象施設：667施設 (令和3年4月1日見込み)
※設置条例で規定されている公の施設663施設と行政庁舎4施設
（市役所、安塚・牧・名立区総合事務所)

【留意事項】
① 避難所の検討
・避難所としている施設を廃止する際は代替等を検討する。

② 補助金への対応
・施設整備時に活用した補助金等の返還義務が生じないよ

う、国及び県など関係機関と連携を図りながら適切に対
応を検討する。

R2.12 所管事務調査（総務常任委員会）
R2.12～R3.1 パブリックコメント
R3.2 策定・公表

用 途

取組方向

計
廃止

貸付
又は
譲渡

用途
変更

後期
に

適正
配置

引き
続き
協議

高齢者交流施設、保健ｾﾝﾀｰ等 5 2 3 10

体育館、野球場等 4 1 4 9

温浴施設、観光施設等 9 8 8 25

産業振興施設等 2 1 3

生涯学習ｾﾝﾀｰ、集会施設等 6 14 20

計 24 27 3 5 8 67

取組方向
完了年度 引き

続き
協議

計
Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8～12

廃止 12 9 1 1 1 24

貸付又は譲渡 7 4 3 6 7 27

用途変更 3 3

後期に適正配置 5 5

引き続き協議 8 8

計 19 16 4 7 8 5 8 67

策定までのスケジュール

⑴ 適正配置の推進

⑵ 計画的な維持管理の推進
・長寿命化
・適切な維持管理
・廃止後の未利用財産の活用推進と計画的な除却の推進

長寿命化計画、
行政改革推進計画、除却計画等

本計画

本計画の上位計画である「公共施設等総合管理計画」（平
成28年度～令和12年度）は、公の施設の管理について、基
本的な考え方を次のとおり示している。

本計画は、適正配置の推進に取り組み、別の計画において、
その他計画的な維持管理の推進に取り組む。

第７章 計画の推進に当たって

令和3年度 4 5 6 7 8 9 10 11 令和12年度

見直し

前期 後期

※詳細は25ページ以降参照

⑷廃止等、⑸引き続き協議 の内訳

※1  R3.4.1見込み
※2  用語の定義は24ページのとおり

※各見出しの章番号は、計画（案）本編の章番号に対応

第２章 これまでの公の施設の適正配置の取組

平成17年の市町村合併後、利用者数の減少や老朽化が著し
い体育施設、利用実態を踏まえた公民館分館の廃止など適正
配置を進めてきた。

第３章 公の施設を取り巻く現状
第４章 公の施設の課題

その結果、平成23年
10月時点で991施設
あった公の施設は、
令和3年4月1日見込み
で667施設となる。

⑴ 人口減少
合併当時21万人であった人口は、 令和2年4月1日時点

で約19万人※1と減少が続いており、令和27年には、推計
で約14万人まで減少する見込み※2。

⑵ 財源不足
市の財政計画では、歳出が歳入を上回り、財源不足を

基金の取崩し（R2～R4年度で49.6億円）で補う状況が
続く見込み※3。この状況が続くと基金の枯渇が懸念される。

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3
年度以降は、市税収入が落ち込むことが確実な情勢である。

⑶ 公の施設の老朽化に伴う改修、更新、除却経費等の増加

公の施設に対する投資的経費※4は、一般会計約1,000億
円のうち、年間約57億円(平成30年度、令和元年度決算
額の平均）を占める。
施設の老朽化に伴い、改修や更新が増える見込み※5だ

が、財政状況に鑑み、修繕等は必要最低限とし、先送り
せざるを得ない施設もある。

合併前の各市町村で進めた施設整備により、体育施設
や温浴施設など、多くの類似施設を保有している。

廃止後、活用や除却できない施設があり、維持管理経
費の負担は継続し、また、生活環境への悪影響が懸念さ
れ、住民の不安感にもつながる。
※4 社会資本の整備に係る経費
※5 保有する公の施設を耐用年数の到来により、全て維持・更新すると

前提にした場合の今後40年間の維持・更新費用試算額:約4,497億円

※1 住民基本台帳
※2 国立社会保障・人口問題研究所推計値

第１章 概要（計画期間・対象施設）

■令和12年度末の目標
「本計画に取組の方向性を示した施設が適正に配置されて

いる状態」

前期計画期間に取組の方向性を示した施設数 54施設

667

991

0 200 400 600 800 1000

令和3年4月

平成23年10月

■基本方針
将来にわたる持続可能な行財政運営の確立と、現役世代

はもとより次の世代が過度の負担を負うことなく、安心し

て暮らすことができるまちづくりに向けて、適正配置の推
進に取り組む。

▲ 324

（施設数）

※3 第2次財政計画（改定版）
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当市は、平成 17年の 14市町村による合併により、人口規模が同程度の他の自治体に

比べ、多くの公の施設を保有しており、体育施設や温浴施設等の類似施設や同じ機能を

持つ施設を抱える状況となりました。 

こうした状況を改善するため、平成 20 年 3 月に「第 1 次公の施設の統廃合計画」を

策定し、施設の廃止等の取組を進め、その後は、行政改革大綱及び行政改革推進計画に

おいて、公の施設の見直しを取組項目として明確に位置付ける中で、公の施設の再配置

計画に基づき、施設の適正配置の取組を着実に推進してきました。 

これらの取組の結果、平成 23年 10月時点における施設数は 991施設、令和 3年 4月

時点には 667施設に減少する見通しとなっていますが、今後の人口減少や少子高齢化の

進行、厳しい財政状況に加え、施設の更なる老朽化を見据えると、多くの施設を現状の

まま維持管理していくことは困難であることから、引き続き、適正配置の取組を進めて

いく必要があります。 

一方で、取組の推進に当たっては、今ある施設の数量に着目するだけではなく、それ

ぞれの施設の設置目的や経緯を始め、地域の中で果たしてきた役割など地域の実情を考

慮する必要があります。 

このため、本計画の策定に当たっては、これまでの取組の検証等を踏まえ、適正配置

の検討の視点を整理するとともに、施設利用者等の関係者や地域住民に対し、取組方針

や今後の施設の方向性等について説明や協議を重ね、理解を得ながら進めてきました。 

公の施設の適正配置の取組は、持続可能な行財政運営の確立と現役世代はもとより、

次の時代を担う皆さんが過度の負担を負うことなく、安心して暮らすことができる将来

のまちづくり・地域づくりに向けて避けては通れない取組です。 

市民の皆さんに対して、つまびらかな情報公開と説明責任を果たすとともに、合意形

成を図りながら、信頼と理解、協力を得て着実に進めていきます。 

 

令和３年○月         
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第１章 計画の概要 

１ 計画策定の趣旨 

  公の施設1の適正配置2については、この間、不断の取組として計画的に進めており、平成

27年度から 30年度までは「第 3次公の施設の再配置計画」に基づき、施設の廃止や譲渡等

に取り組み、令和元年度から 2年度については、国の要請により策定した「上越市公共施設

等総合管理計画（平成 28 年度～令和 12 年度）（以下「総合管理計画」という。）」の取組方

針等に基づき、第 3次計画を継承し、取組を推進してきました。 

令和 3年度以降も引き続き、適正配置を進めるため、施設を取り巻く現状と課題や、これ

までの取組の検証を踏まえるととともに、関係者や地域住民への説明や協議を重ね、理解を

得ながら「第 4次公の施設の適正配置計画（令和 3年度～12年度）（以下「本計画」という。）」

を策定しました。 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、総合管理計画で定めた取組方針に基づき、公の施設の適正配置の基本的な考え

方を整理したものです。 

本計画の策定に当たっては、第 6次総合計画に掲げる将来都市像「すこやかなまち～人と

地域が輝く上越～」の実現に向け、その財源の裏付けとなる第 2次財政計画とその下支えと

して位置付けている第 6次行政改革推進計画のほか、公の施設等除却計画等の各種個別計画

の基本的な考え方との整合を図っています。 

なお、国が令和 2年度末までに策定を要請している個別施設計画については、本計画と（仮

称）長寿命化計画をもって当該計画に位置付けます。【図表 1、2】 

 

【図表 1】本計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 公の施設とは、地方自治法第 244条第 1項において「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するため

の施設」と定義されており、①住民の利用に供するもの、②当該地方公共団体の住民の利用に供するためのもの、

③住民の福祉を増進する目的をもって設けるもの、④地方公共団体が設けるもの、⑤施設であること、の 5つの要

件を満たすものとされている。 
2 公の施設の適正配置とは、公の施設の廃止、新規施設等への統合なども含めた施設の適正な配置を行うこと。 

インフラ長寿命化基本計画

【基本計画】

公共施設等総合管理計画

【基本方針】

個別施設計画
【適正配置、点検、改修等の取組を具体化】

道路

橋りょう 公営住宅

上下水道
学校

保育園

ｽﾎﾟｰﾂ施設 （仮称）長寿命化計画

第4次公の施設の適正配置計画

保健・福祉・

医療施設

文化系施設 観光施設

国が策定

市が策定

上越市公営住宅等長寿命化計画

上越市橋梁長寿命化計画

上越市都市公園長寿命化計画

道路整備計画 など
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【図表２】公共施設等総合管理計画と公の施設の適正配置計画の主な内容 
 

 公共施設等総合管理計画【基本方針】 第 4 次公の施設の適正配置計画 

計画期間 平成 28年度～令和 12 年度（15年間） 令和 3年度～令和 12年度（10年間） 

対象施設 

全ての公共施設 

＊公の施設及び行政庁舎 

＊上記以外の公共建築物 

＊道路、橋りょう、上下水道等のインフ

ラ施設 

公の施設及び行政庁舎 

主な内容 

・点検・診断、維持管理・修繕・更新、

安全確保、耐震化、長寿命化、統合・

廃止等の実施・推進方針 

・総合的かつ計画的な管理を実現するた

めの体制の構築方針 

・適正配置等の基本方針 

・施設ごとの取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

令和 3年度～令和 12年度（10年間） 

本計画の計画期間は、上位計画である総合管理計画の終期と整合を図り、令和 3年度から

令和 12年度までの 10年間とします。 

なお、計画期間が長期にわたることから、令和 3年度から令和 7年度までの 5年間を前期

計画期間、令和 8年度から令和 12年度までの 5年間を後期計画期間とします。 

 

４ 対象施設 

667施設（令和 3年 4月 1日見込） 

本計画の対象施設は、条例で定められた公の施設（663施設3）及び市役所、公の施設とな

るコミュニティプラザに併設されていない安塚・牧・名立区総合事務所の行政庁舎（4施設）

とします。なお、本計画においては、行政庁舎を含め公の施設と表記します。【図表３】 

また、道路、橋りょう、上下水道等のインフラ施設、普通財産の施設は、本計画の対象外

とし、別途、施設の適正配置や長寿命化を検討します。 

                                                   
3 上記の施設数には、都市公園のうち街区公園等のように条例に名称が明記されていない施設は、含めていない。

なお、地区多目的研修センターが、公民館条例において地区公民館に位置付けられている場合は、条例上の規定に

基づき整理し、各カテゴリーの施設数にそれぞれカウントしている。 

普通財産

公用財産

（条例に個別の施設名を規定）

「公共施設等総合管理計画【基本方針】」の対象

公共用財産

行政財産

行政財産以外の
一切の公有財産

行政庁舎（市役所、
総合事務所等）等

　小･中学校、保育園、
公民館、　コミュニティプラザ

体育館、公営住宅 等

道路、橋りょう、
上下水道等
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【図表３】公の施設の施設数（令和 3年 4月 1日見込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※施設カテゴリーは、施設の主な機能に基づき分類している。 

用途 施設カテゴリー 用途 施設カテゴリー

小学校 48 食料等販売施設 1

中学校 22 産業振興施設 2

幼稚園 1 産業関連施設（その他） 3

給食センター 3 市営住宅 27

保育園 40 市営賃貸住宅 5

児童館 6 特定公共賃貸住宅 15

地域福祉拠点施設 2 改良住宅 1

養護老人ホーム、軽費老人ホーム等 3 中規模公園 8

在宅複合型支援施設 1 農村公園 77

高齢者共同住宅、生活支援ハウス 6 児童遊園 74

高齢者交流施設 6 基幹的総合施設 6

屋外ゲートボール場 4 学習施設 8

屋内ゲートボール場 9 生涯学習センター 12

児童養護施設 1 公民館 45

保健センター 11 地区集会施設 18

医療機関 10 コミュニティプラザ 13

体育館 20 貸館・交流施設 17

野球場 9 図書館 4

多目的広場・グラウンド 12 博物館・文化歴史関係施設 18

テニスコート 8 供給処理施設 廃棄物処理施設 2

プール 4 無料駐車場 13

スポーツ施設（その他） 6 有料駐車場 6

日帰り温浴施設 8 斎場 2

宿泊温浴施設 7 霊園 4

交流宿泊施設 6 行政庁舎 市役所、総合事務所 4

観光施設 8 合計 667

飲食施設 2

農林水産業振興施設 4

キャンプ場 4

市民の森 5

観光・レク施設（その他） 6

施設数
区　　分

施設数
区　　分

学校教育系施設

観光・レクリエー
ション施設

社会教育系施設

児童福祉施設等

その他

保健・福祉・医療
施設

公営住宅

公園施設

市民文化系施設

スポーツ施設

産業系施設
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第２章 これまでの公の施設の適正配置の取組 

１ 公の施設数の推移 

  平成 17年 1月の市町村合併後、公の施設の適正 

配置の取組を進め、平成 23年 10月時点における施 

設数は 991施設、令和 3年 4月 1日時点には、667 

施設に減少する見込みです。 

 

２ これまでの取組の概要 

期 間 計画名称等 内容・取組結果 

平成 20年度 
 ～23年度 
（4年間） 

第 1次 
公の施設の 
統廃合計画 
（平成 20年 3月策定） 

○評価基準：費用対効果、利用状況、老朽化 
○実施方法：第 1次、第 2次に分け実施 
○取組結果：検討対象：998施設、廃止：23施設（新規等 16施設） 

平成 24年度 
～26年度 

（3年間） 

第 2次  
公の施設の 
再配置計画 
（平成 23年 10月策
定） 

●目標 
 約 1,000ある公の施設のうち、概ね 1割の施設が再配置（統 

廃合等）されている状態 
○評価基準 

①安全・安心、②市民ニーズ、③機能集約、④収支・コスト 
○取組手法 

・評価の下位の施設から基本的に再配置対象施設とし、関係する
地域協議会及び地域との合意形成を図った上で公の施設として
は「廃止」し、その後の取扱いをそれぞれ決定する。 

・評価の結果にかかわらず、民間等へ譲渡が可能な施設について
は、譲渡を進める。 

○取組結果 
 対象施設：991施設 
 再配置の実施施設数：195 施設（新規等 23施設） 

 H24 H25 H26 計 
廃止施設数 59 12 124 195 

 

平成 27年度 
～30年度 

（4年間） 

第 3次 
公の施設の 
再配置計画 
（平成 27年 2月策定） 

●目標 
約 820の公の施設について、概ね 1 割の施設が再配置されている
状態 

○検討の手順 
①用途や施設カテゴリーに応じて検討の区分を設定 
②具体的な検討を行う施設カテゴリーを設定 
③公共関与の必要性を検証 
④配置バランスを検討（圏域別の配置を検討） 
⑤施設の評価を実施 
⑥対応方向等の取りまとめ 

○取組手法 
・上記検討の手順により再配置対象施設を決定し、関係する地域
協議会や地域との合意形成を図った上で、公の施設として「廃
止」し、廃止後の取扱いを別途決定する。 

・検討結果にかかわらず、大規模改修が発生した場合や老朽化に
より危険性が確認された場合は、優先的に廃止する。 

○取組結果 
 対象施設：819施設 
 廃止施設数：90施設（新規等 13施設） 

 H27 H28 H29 H30 計 
廃止施設数 51 23 8 8 90 

 

令和元年度 
～2年度 

公共施設等総合
管理計画の取組
方針に基づき、
第 3次計画を継
承し、取組を実
施 

○国の要請により平成 28年 2月に策定した公共施設等総合管理計
画の取組方針に基づき、第 3 次計画を継承し、取組を実施する。 

○第 4 次計画は、公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画と
して位置付け、利用者など関係者との協議を重ねた上で、策定す
る。 

○取組結果（見込み）（新規等 8施設、条例整理△55施設） 
 R1 R2(見込) 計(見込) 

廃止施設数 13 15 28 
 

667

991

0 200 400 600 800 1000

令和3年4月

平成23年10月

△324

施設数
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【各計画と時系列の整理】 

 

３ 第 3次計画以降の取組の検証及び第 4次計画への反映 

第 3次計画以降の取組の検証 
（平成 27年度～令和 2年度） 

 第 4次計画への検証結果の反映 

 
適正配置の取組を継続的に進め、第 3 次計画以

降、103 施設を廃止し、令和 2 年 4 月 1 日現在、
731施設となっている。 
本取組により累計で約 15.6 億円＊（H27～R1年度

の取組分）の維持管理経費等の削減を図ることが
できた。 
第 3 次計画では、利用者数の減少や老朽化が著

しい体育施設、利用実態を踏まえた公民館分館の
廃止などを進めてきたが、以下については適正配
置の取組が困難であった。 
現在、コロナ禍により指定管理施設においては、

減収補填を行うなど財政負担が生じている。 
 
【施設】 

① 生涯学習センター等は、町内会の集会施設
としての利用に限定されるものの施設規模が
大きく、維持管理経費の負担が大きいため、譲
渡を進めることができなかった。 

 
② 温浴施設は、地域振興の観点から重要な役
割を担ってきており、地域の象徴的な施設で
あるとの認識の下、地域等との適正配置の協
議を進めることができなかった。 
加えて、近年、民間譲渡を含めた活用を検討

してきたが、新型コロナウイルス感染症の影響
により、現在、民間譲渡を進めることが困難な
状況にあるほか、感染症に伴う緊急事態宣言に
よる休館や利用者数の大幅な減少などにより、
収支が悪化している。 

 
③ 児童館及び保健センター等は、福祉等の観
点を踏まえ各施策との整合性を図りながら適
正配置を検討したものの、具体的な取組方向
を決定することができなかった。 

 
【地域住民との協議】 

④ 利用者等の関係者からの意見聴取が不十分
なまま、計画を策定したため、計画策定後、関
係者との協議を進める中で、過去の設置経緯
や地域の実情などにより、一部の施設は、適正
配置を進めることができなかった。 

 
【計画名称】 

⑤ これまで、計画の名称を「再配置計画」とし
てきたが、市民から具体的な取組内容をイメ
ージしづらいとの意見があった。 

 
＊適正配置に伴う削減額（効果額）には、除却費や譲渡に伴う
改修費用等の経費は含まない。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【施設】 

① 施設の規模が大きく町内会等への譲渡が
困難な施設は、地域の実情を踏まえ、貸付
や代替施設の利用、維持管理経費の負担の
在り方を含め協議を進める。 

 
② 温浴施設は、現時点で具体的な方向性を

判断することは難しいことから、地域住民
に対して、これら現状を提示し、協議を継
続する。本計画策定時は、当該施設の方向
性を「引き続き協議」とし、協議を踏まえ
た方針決定の後、本計画へ登載する。 

 
 
 
 
 

③ 児童館等は、第 4 次計画において検討対
象施設として位置付け、施設ごとの取組方
向を定める。 

 
 
【地域住民との協議】 
④ 関係者や地域協議会に対して、あらかじ
め施設の現状や取組の必要性、取組方針等
を示しながら、理解を得られるよう説明を
尽くした上で、計画に登載し取組を推進す
る。 

 
【計画名称】 
⑤ 計画名称を「再配置計画」から「適正配
置計画」に変更する。 

  
○施設管理上の課題 
・既に廃止された施設で、活用や除却されない施設
が多くあり、管理経費の負担継続や住民感情の
悪化が懸念される。 

○対応 
・未利用の建物土地の活用推進、除却の推進 

 
 

            年度 
計画名称 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3～R12 

公共施設等総合管理計画 
（基本方針）     

  
 

第 3 次公の施設の再配置計画 
第 4 次公の施設の適正配置計画 

 

   

 
 
  

第 4次適正配置計画 取組継続 第 3次再配置計画 
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第３章 公の施設を取り巻く現状 

１ 人口の推移 

 ⑴ 人口の推移 

   平成 27年の国勢調査で 20万人を下回った当市の人口は、その後も減少傾向が続いてお

り、令和 2年 4月 1日現在の住民基本台帳における人口は 190,042人となっています。国

立社会保障・人口問題研究所の平成 30 年 3 月の推計によると、当市の将来推計人口は、

10 年後の令和 12 年には約 17 万 2 千人、25 年後の令和 27 年には、約 14 万 3 千人まで減

少すると推計されています。【図表 4】 

   また、年齢構成の変化をみると、令和 27年には 65歳以上の高齢者が総人口に占める割

合は、40.6％まで増加する一方、財政負担の担い手とされる生産年齢人口（15歳～64歳）

は、少子化や高齢化の進行に伴い、49.0％まで減少することが予測されています。 

 

【図表 4】当市の人口の推移と将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）総務省「国勢調査」及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30年 3月推計）」

を基に作成 
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⑵ 地区ごとの居住人口の変化 

    住民基本台帳における市町村合併後の平成17年4月１日から令和2年4月1日の間の15年間

の人口増減を見ると、市全体では、10.1％の減少率となっています。地域自治区別では、

28区のうち、住宅地の開発などが進む新道区、春日区、有田区の3区では増加、金谷区では

微増となっており、その他24区では減少しています。 

    また、令和2年4月1日の住民基本台帳の人口に基づく高齢者人口の割合を地区別に比較す

ると、最も高い大島区が54.7％、次いで安塚区が51.3％、牧区が50.3％となっています。 

【図表5、6】 

 

【図表５】地域自治区別人口の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ17.4.1現在

0～14歳 15～64歳 65歳以上

上 越 市 211,318 190,042 10.4 52.6 37.0 △ 10.1

高 田 区 32,345 27,496 10.8 54.2 35.0 △ 15.0

新 道 区 8,719 9,184 13.2 59.4 27.4 5.3

金 谷 区 13,968 14,033 13.6 56.4 30.0 0.5

春 日 区 19,663 22,047 15.2 62.7 22.1 12.1

諏 訪 区 1,178 924 7.9 46.3 45.8 △ 21.6

津 有 区 5,424 4,790 11.4 56.1 32.5 △ 11.7

三 郷 区 1,395 1,309 13.3 52.9 33.8 △ 6.2

和 田 区 6,055 6,041 13.5 57.0 29.5 △ 0.2

高 士 区 1,765 1,378 10.0 49.6 40.4 △ 21.9

直 江 津 区 19,944 17,475 11.4 55.9 32.7 △ 12.4

有 田 区 13,438 15,329 16.4 61.2 22.4 14.1

八 千 浦 区 4,507 3,892 11.3 55.8 32.9 △ 13.6

保 倉 区 2,514 2,056 9.8 49.6 40.6 △ 18.2

北 諏 訪 区 1,814 1,499 10.8 56.0 33.2 △ 17.4

谷 浜 ・ 桑 取区 2,161 1,484 4.9 50.4 44.7 △ 31.3

安 塚 区 3,565 2,206 5.2 43.5 51.3 △ 38.1

浦 川 原 区 4,184 3,211 10.9 50.7 38.4 △ 23.3

大 島 区 2,367 1,425 6.0 39.3 54.7 △ 39.8

牧 区 2,763 1,740 6.3 43.4 50.3 △ 37.0

柿 崎 区 11,856 9,270 9.8 50.4 39.8 △ 21.8

大 潟 区 10,494 9,300 10.7 55.1 34.2 △ 11.4

頸 城 区 10,009 9,401 11.6 61.0 27.4 △ 6.1

吉 川 区 5,437 3,939 7.5 50.6 41.9 △ 27.6

中 郷 区 4,943 3,564 7.9 49.8 42.3 △ 27.9

板 倉 区 7,816 6,559 10.8 52.5 36.7 △ 16.1

清 里 区 3,264 2,584 10.0 52.5 37.5 △ 20.8

三 和 区 6,432 5,449 11.3 53.4 35.3 △ 15.3

名 立 区 3,298 2,457 8.5 46.6 44.9 △ 25.5

地　区

住民基本台帳人口

R2.4.1現在 増減率（％）
（B/A-1）

×100
人口（人）

Ａ
人口（人）

B

年齢構成（％）
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【図表６】高齢化率の推移（平成 17 年 4 月と令和 2 年 4 月の住民基本台帳人口の比較） 
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２ 財政の状況 

 平成 31年 2月改定の第 2次財政計画（改定版）（計画期間：令和元年度～4年度）では、

第 6次行政改革推進計画に基づく取組の確実な実施による効果額を反映しても、なお、財

源不足額を財政調整基金からの繰入金で補う見通しとしており、歳出超過の歳入歳出構造

の改善が急務となっています。【図表 7】 

一方、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 3年度以降は、市税収入を始めと

する主要一般財源の下振れが確実な情勢であり、財政運営は厳しさを増しています。 

そのため、公の施設の適正配置の取組を進め、施設の維持管理経費や老朽化に伴う改修・

更新費用等の抑制につなげていくことも、将来にわたって収支均衡が図られた持続可能な

財政基盤を確立していくために不可欠です。 

 

 

【図表 7】年度別収支計画の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）「上越市第 2次財政計画（改定版）」（平成 31年 2月改定） 
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３ 施設の現状 

 ⑴ 築年別及び用途別の延床面積の状況 

当市における公の施設の延床面積は、令和 2 年 4 月１日時点において、約 98.8 万㎡と

なっています。 

これを築年別に見ると、築 30 年以上の建物が約 58.4 万㎡、全体の 59.1％を占めてお

り、また、築 40年以上の建物は約 28.8万㎡、全体の 29.1％となっています。【図表 8】 

用途別では、学校教育系施設が全体の 38.8％を占め、次いで集会施設など市民文化系 

施設が 16.9％、スポーツ・レクリエーション系施設が 16.7％を占めています。【図表 9】 

 

【図表 8】築年別延床面積の状況（令和 2年 4月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）総務省提供の「公共施設等更新費用試算ソフト」より作成 

※用途別の名称は、公共施設等更新費用試算ソフトによるものであり、当市の用途別名称とは異なる。 

※レクリエーション系施設には、温浴施設、観光施設（スキー場、キャンプ場など）が含まれる。 
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【図表 9】用途別公の施設の面積の割合（令和 2年 4月 1日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）総務省提供の「公共施設等更新費用試算ソフト」より作成 

※用途別の名称は、公共施設等更新費用試算ソフトによるものであり、当市の用途別名称とは異なる。 
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⑵ 将来の維持・更新費用の推計 

  当市が、現在保有する施設を全て同じ規模で維持・更新すると仮定した場合、建替えや

大規模改修にかかる費用4は、令和 2 年度から令和 41 年度までの 40 年間で約 4,500 億円5、

1年当たり約 112億円が必要との試算結果となりました。 

  一方、直近 2年間（平成 30年度～令和元年度）の公の施設に対する投資的経費6の年平

均は、約 57 億円となっており、今後、現有する施設を全て同じ規模で維持・更新してい

くことは、困難な状況となっています。【図表 10】 
 

【図表 10】将来の維持・更新費用の試算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 建替えや大規模改修にかかる費用は、総務省提供の「公共施設等更新費用試算ソフト」を用いて試算した。 
5 金額は、第 3次計画算定時（平成 26年 4月 1日時点）と比較して、施設の新設による延べ床面積の増加や大規

模修繕がこれまでの間において進まなかったことから約 170億円増加している。 
6 道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等、社会資本の整備等に要する経費であり、普通建設事業費、災

害復旧事業費及び失業対策事業費から構成されている。 

※総務省提供の「公共施設等更新費用試算ソフト」の試算条件《公共施設（建築物）》 
○ 耐用年数の設定 
・ 目標耐用年数 60年（日本建学会「建築物の耐久計画に関する考え方」） 

○ 更新年数の設定 
・ 建築後 30年で大規模改修（修繕期間 2年）を行い、その後 30年で更新（建替期間 3年）すると仮定 
・ 経過年数が 30年を超え 50年以下の建築物については今後 10年間で均等に大規模改修を行うと仮定 
し、経過年数が 50年を超えている建築物については、建替えの時期が近いことから、大規模改修は行 
わずに 60年を経た年度に建て替えると仮定 

 ○ 建替え、大規模改修時の単価設定（※建替えについては、解体費含む。） 

 建替え 大規模改修 

市民文化系、社会教育系、行政系、産業系施設 40万円/㎡ 25万円/㎡ 

スポーツ・レクリエーション系、保健・福祉施設 36万円/㎡ 20万円/㎡ 

学校教育系、公園、供給処理施設 33万円/㎡ 17万円/㎡ 

公営住宅 28万円/㎡ 17万円/㎡ 
 

（出典）総務省提供の「公共施設等更新費用試算ソフト」より作成 
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第４章 公の施設の課題 

１ 人口減少等への対応 

国勢調査に基づく当市の人口は、平成 7年から平成 27年の 20年間で、約 1万 5千人減少

しています。また、将来人口の推計では、今後 10年間で更に、約 1万 8千人減少7すること

が見込まれています。 

こうした人口減少のほか、少子化や高齢化の進行による年齢構成の変化に伴い、公の施設

に対する市民ニーズの変化が見込まれる中、当市が保有する公の施設について、改めて公共

関与の必要性を精査し、民間等による機能の代替の可能性等を検討する一方、行政需要への

的確な対応に向け、施設が有する機能等をいかに最適化していくかが課題となっています。 

 

２ 機能が重複する施設の配置への対応 

14市町村による合併に伴い、広い市域を有することとなった当市では、人口規模が同程度

の自治体に比べ施設を多数抱えている状況にあります。 

合併前に各市町村がそれぞれで整備を進めてきた体育施設や温浴施設などは、類似施設が

複数存在している一方で、施設の種別によっては、配置に偏りがあるなど不均衡な状況も見

られます。 

こうした現状を踏まえ、市内各地域の人口動態に配慮しつつ、施設の目的と利用圏域（施

設の利用者の居住地域）の視点により整理を行うとともに、地域バランスを考慮した配置を

いかに進めていくかが課題となっています。 

 

３ 施設の維持管理、更新に係る財政負担の抑制への対応 

  当市では、築 30 年を経過している公の施設が約 6 割を占めており、今後、施設の躯体を

始め設備の老朽化への対応による財政負担の増大が見込まれます。 

  また、利用者の安全安心の確保はもとより、施設のバリアフリー化や省エネへの対応など

時代のニーズに即した施設の改修にも対応していく必要があります。 

  こうした状況を踏まえ、今後、増大が懸念される施設の維持管理や更新に係る費用の低減

化や平準化をいかに図っていくかが課題となっています。 

 

４ 施設の老朽化への対応（長寿命化） 

  当市では、多くの施設を保有する中で、これまで、既存施設においては、利用者の安全の

確保を最優先に、施設の現状や利用状況などを踏まえ、優先順位をつけながら必要な修繕や

改修を行ってきました。 

  しかしながら、優先順位の低い施設においては、不具合等が生じた後に修繕を行う事後的

な対応を取らざるを得ない状況となっています。 

  こうした事後保全による維持管理の対応は、施設の躯体や設備の劣化により施設の寿命を

縮め、結果的に市民サービスの低下や施設の維持管理費の増加につながることが懸念されま

す。 

 

                                                   
7 令和 2年 4月 1日現在の住民基本台帳人口（190,042人）と令和 12年推計人口（172,017人）を比較したもの。 
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  このため、今後も市民サービスを安定的に提供していく上で、真に必要な施設については、

日常業務における適切な維持管理や点検を徹底していくとともに、定期的な修繕・改修等を

実施するなど事後保全型の施設管理から長寿命化に向けた予防保全型へ移行し、施設のライ

フサイクルコスト8の縮減を図っていくことが課題となっています。 

 

５ 施設廃止後の利活用及び除却の推進 

公の施設として既に廃止した施設の中には、地域や民間事業所への譲渡又は、用途を変更

し、利活用されている施設がある一方、除却が進まずそのまま残っている施設があります。 

こうした施設は、廃止後においても、施設用地の除草や屋根の雪下ろしなど必要最低限の

維持管理経費の負担が継続的に発生しています。また、廃止した施設を長期間にわたり除却

しない場合には、防犯や衛生、景観等の観点から周辺住民の皆さんへの悪影響が懸念され、

安全安心な暮らしへの不安感にもつながることから、廃止後の施設の利活用と計画的な除却

をいかに進めていくかが課題となっています。 

 

                                                   
8 ライフサイクルコストとは、建物にかかる生涯コストのことであり、企画設計・建築・維持管理・運用・除却に

要する総経費を指すものである。 


